
【令和８年４月版】 

 

 

 

新たな販路開拓を目指す商工業者の皆さまへ 

 

　　本市の商工業者が経営安定を図るため、新たな販売先や取引先の獲得を目指して国内で開催さ 

れる商談会、展示会等へ出展する場合や特例事業として市が指定する物産展等に出展する場合に、 

その経費の一部を補助金として交付することを目的としています。 

 

 
 
　【商工業者とは】…　商工会議所法（昭和２８年８月１日法律第１４３号）の第７条に規定するも 

　　　　　　　　 の又は商工会法（昭和３５年５月２０日法律第８９号）の第２条に規定するもの 

 

　【商談会・展示会等とは】…　国内で開催される販売を伴わない商談会、展示会等で、１日当た 

　　　　　　　　　　　　　 り 15 社以上の企業が出展し、新たな販路開拓につながるもの 

 

　【特例事業とは】…　都市交流を目的に市が指定する販売を伴う物産展等をいう（ただし、申請者 

の要件としては、商工業者販路開拓補助金の申請要件を満たす者のうち、市が 

別途公募等を行って書類審査等により選定した商工業者に限ります） 

 

 
 

　　　※商工業者販売促進補助金（特例事業）の申請対象者は、市が別途公募等を行って書類審査等 

により選定した商工業者に限ります。 

※注１）上記の補助対象経費については消費税及び地方消費税を含みません。 

※注２）補助金交付決定通知を受ける前に支払いを終えた経費は、補助対象経費から除外され

ます。（必ず事前に補助金申請を行い、補助金交付決定を受けてから出展料等は支払ってくださ

い。） 

 　補助金の種類 補助対象経費 補助金の額

 商業者販路開拓

補助金

商談会、展示会等に係る出展料（小間代及

び備品借上料を含む） 

注）過去に当該補助金を受けて出展した同一

の商談会・展示会等の場合、補助金を受ける

ことができません。

補助対象経費の２分の１

以内（１，０００円未満は切

捨て）ただし、上限１０万円

です。 

なお、補助金の額が１万円

未満の場合は交付しません。

 商工業者販売促

進補助金 

（特例事業）

都市交流を目的に市が指定する物産展等

に係る出展料（小間代及び備品借上料を含

む）及び参加者旅費（宿泊料を含む）

　補助対象経費の３分の２

以内（１，０００円未満は切

捨て）ただし、上限３０万円

です。

補助対象・要件等

補助金の種類・金額・対象経費

八女市商工業者販路開拓・販売促進補助制度



 

 

 
　　【申請書及び提出書類】…　 

①補助金交付申請書（様式第１号） 

　　　②事業計画書（任意様式）、収支予算書（任意様式） 

　　　③誓約書（様式第２号） 

　　　④法人にあっては、登記事項証明書の写し 

　　　⑤市税、国民健康保険税（法人を除く）及び税外徴収金の滞納に係る同意書 

　　　⑥その他添付書類（詳細は、市商工・企業誘致課商工振興係へお尋ねください） 

 

　  　■申請書様式等は、八女市商工・企業誘致課、八女商工会議所、八女市商工会に備えております。 

八女市ホームページ（http://www.city.yame.fukuoka.jp/）からダウンロードいただけます。 

【八女市 H P ⇒ 事業者向け ⇒ 融資・助成金】 

 

 

 

　 

①暴力団員による不当な行為を防止する法律第２条第２号に規定する暴力団 

　　　　　　　　　　又は同条第６号に規定する暴力団員である場合、又はそれらと密接な関係を有 

　　　　　　　　　　している場合は補助対象外。 

　　　　　　　　　　②宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業と認め 

　　　　　　　　　　られる場合は補助対象外。 

　　　　　　　　　　③申請時に個人にあっては、市内に住所及び事業所を有し、法人にあっては、 

　　　　　　　　　　市内に事業所を有して事業所の登記を行っていること。 

　　　　　　　　　　④同一年度に、この補助金を受けていないこと。 

　　　　　　　　　　⑤商工業者販売促進補助金（特例事業）の申請対象者は、市が別途公募等を行 

って書類審査等により選定した商工業者に限ります。 

⑥申請者において、市税、国民健康保険税（個人のみ）及び税外徴収金等の滞 

納がないこと。（ほかに要件があります。詳しくは、下記へお尋ねください。） 

 

 

 

 

 

 

 

　　　★八女市役所　商工・企業誘致課　商工振興係　　（八女市本町６４７番地） 

☎０９４３－２４－９１７７ 

　　　★八女商工会議所（八女市本村４２５－２２－２）☎０９４３－２２－５１６１ 

　　　★八女市商工会（八女市黒木町今１３１４－１）  ☎０９４３－４２－０１５３

申請手続き等

お問い合わせ・相談

申請に係る留意事項

http://www.city.yame.fukuoka.jp/

